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２２０７－０１０ 

令和４年７月１５日 

企業主導型保育事業御担当者 様 

                                  公益財団法人児童育成協会 

 

 

令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）における 

保育士等処遇改善臨時加算及び障害児保育加算について 
 

平素より、企業主導型保育施設の運営に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

 令和４年６月２７日付けで改正された企業主導型保育事業費補助金実施要綱にてお示ししている保育

士等処遇改善臨時加算及び障害児保育加算の手続について、下記のとおりお知らせいたします。内容を

御確認いただき、申請期間中の提出に御協力いただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１．対象事業者  「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成決定事業者」（以下「令和４年度

運営費等助成決定事業者」という。）または「令和４年度企業主導型保育事業（運営

費等）の助成決定を受けていないが令和４年度内に開所を予定している事業者」（以

下「令和４年度開所予定事業者」という。）のうち、令和４年度より下記加算を実施

する事業者 

         ・保育士等処遇改善臨時加算 

         ・障害児保育加算 

         ※事業者によって申請期間及び申請方法が異なりますので、別紙１「申請手順確認

フローチャート」を御確認ください。 

 

２．申請期間   【令和４年度運営費等助成決定事業者】 

令和４年７月１９日～８月１日（期限厳守） 

※申請期間を過ぎてからの申請は受け付けられません。申請期間内に必ず御申請

ください。 

 

         【令和４年度開所予定事業者】 

開所から２週間以内 

※詳細は令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導型保育事業（運営費

等）助成申請について」を御参照ください。 
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３．申請方法   【令和４年度運営費等助成決定事業者】 

          電子申請システム「新規加算追加申請（運営費）」にて御申請ください。 

※別紙２「申請手続きについて」２ページ～参照 

 

         【令和４年度開所予定事業者】 

電子申請システム「助成申込（運営費）」にて御申請ください。 

※別紙２「申請手続きについて」３ページ～参照 

 

４．提出資料   【保育士等処遇改善臨時加算を実施する事業者】 

          本申請において提出が必要な資料はありません。 

令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申込の助成決定後、直近の月次報

告にて給与規程を御提出ください。 

 

【障害児保育加算を実施する事業者】 

障害児の保育を行う保育従事者、又は保育従事者の指揮・監督を行う者が、障害児

保育の研修を修了した者であることが確認できる資料を御提出ください。 

          ※本申請の申請期間において研修を修了していない場合は、研修修了後の月次報

告にて当該資料を御提出ください。なお、加算対象となるのは研修修了日の属す

る月の翌月（月初日の場合はその月）となります。 

 

５．留意事項    （１）本申請は全事業者必須の申請ではありません。保育士等処遇改善臨時加算と

障害児保育加算のいずれか、または両加算共に実施する事業者のみ御申請く

ださい。 

 

（２）令和４年度開所予定事業者は、令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）

助成決定後に新規加算追加申請を行うことはできません。必ず令和４年度企

業主導型保育事業（運営費等）助成申込にて御申請ください。 

 

（３）本申請の承認を受けた事業者は令和４年９月１日以降に月次報告、概算交付

申請及び月次報告再申請で保育士等処遇改善臨時加算及び障害児保育加算の

申請が可能となる予定です。実績報告を行った月次報告の承認後、加算額を含

む助成額が交付されます。既に月次報告が承認されている月につきましては、

月次報告再申請にて実績を御報告ください。 

申請方法等につきましては、後日発出予定の「令和４年度企業主導型保育事業

（運営費等）諸手続きについて―月次報告、概算交付申請、月次報告再申請―」

の改訂版を御確認ください。 
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（４）令和３年度の助成決定額変更申請にて保育士等処遇改善臨時加算を申請した

事業者が令和４年度においても同加算を実施する場合、改めて本申請の申請

手続きを行っていただく必要があります。 

 

（５）令和４年度以降に保育士等処遇改善臨時加算を実施するためには給与規程の

改定が必要となります。令和４年度月次報告において下記資料を未提出の事

業者は、直近の月次報告にて御提出ください。 

①保育士等処遇改善臨時加算実施前の給与規程（全文） 

※労働基準監督署に提出した意見書を含みます。 

②保育士等処遇改善臨時加算実施にあたり改定した給与規程（全文） 

※保育士等処遇改善臨時加算についての記載箇所が分かるよう、印（マーカ

ー）を付けて御提出ください。 

 

（６）保育士等処遇改善臨時加算については、企業主導型保育事業費補助金実施要

綱の別紙８「保育士等処遇改善臨時加算について」及び令和４年２月１８日付

け通知「企業主導型保育事業（運営費等）における保育士等処遇改善臨時加算

の申請期間等について」の【別紙】保育士等処遇改善臨時加算に係るＦＡＱを

御確認ください。 

※【別紙】保育士等処遇改善臨時加算に係るＦＡＱの２-４については令和３

年度とは異なり、令和４年度においては最低でも賃金改善の合計額の３

分の２以上は、基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げによ

り改善を図る必要があります。 

 

参考：【別紙】保育士等処遇改善臨時加算に係るＦＡＱ ２-４ 

【問】令和４年２月分及び３月分の賃金改善をまとめて支払う場合は、対

象となりますか。 

【答】賃金規程等の改定に一定の時間を要することを考慮し、３月に、２

月分及び３月分をまとめて一時金により支給することは可能です。 

 

（７）本申請の申請期間において障害児保育加算の要件である障害児２人以上の受

け入れはないものの、令和４年度中に２人以上の受け入れを予定している事

業者についても本申請にて障害児保育加算の加算申請を行うことが可能です。

なお、障害児保育加算は、障害児（軽度障害児を含む）を２人以上受け入れる

施設・事業所において、当該障害児のうち２人に係る保育従事者の配置基準を

障害児２人につき１人とすることを要件としておりますので、障害児の受け

入れが１人以下の月については加算対象外となります。また、３人以上の受け

入れがある事業者においても加算算定対象となる障害児は２人となります。 
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（８）障害児保育の研修とは、企業主導型保育事業費補助金実施要綱の別紙３、処遇

改善加算Ⅱについての「７．研修の要件」に掲げるキャリアアップ研修を指し

ます。具体的には、専門分野別研修の「障害児保育」分野を修了していること

を要件とします。 

  

【お問い合わせ】 

企業主導型保育事業本部 審査部 

電 話 ０５７０－５５０－８１９  

     （年末年始を除く平日９：１５～１７：１５） 

 お問い合わせフォーム https://www.kigyounaihoiku.jp/contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kigyounaihoiku.jp/contact
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【令和４年度開所予定事業者】 

令和４年度企業主導型保育事業（運営費等） 

助成申込にて加算申請を行ってください 

申請期間：開所から２週間以内 

※別紙２「申請手続きについて」３ページ～参照 

令和４年度に保育士等処遇改善

臨時加算または障害児保育加算

の加算申請を希望する 

対象外の為、申請は不要です 

別紙１ 
 

【申請手順確認フローチャート】 

 

 令和４年度企業主導型保育事業 

（運営費等）助成決定を受けている 

【令和４年度運営費等助成決定事業者】 

新規加算追加申請を御申請ください 

申請期間：7/19～8/1 

※別紙２「申請手続きについて」 

２ページ～参照 

令和４年度に開所予定または 

令和４年度企業主導型保育事業 

（運営費等）助成申込を申請中である 

対象外の為、申請は不要です 

はい いいえ 

はい 

はい いいえ 

令和４年度に保育士等処遇改善

臨時加算または障害児保育加算

の加算申請を希望する 

はい 

いいえ 

いいえ 
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申請手続きについて 

【申請方法】  下記申請画面イメージに沿って御入力をお願いいたします。なお、セキュリティ保護

のため、１５分単位で自動的にログアウトする仕様となっています。続けて使用する

際には、１５分以内に画面への入力、またはボタン操作・一時保存を行うようにして

ください。 

 

「次へ（入力内容の確認）」「申請を行う」などのボタンをクリック後、申請完了画

面が表示される前や画面内容の計算、データ送信中にブラウザを閉じたりシャットダ

ウンしたりすると、正しく申請ができません。十分に御注意ください。 

 

 

１．ログイン 

企業主導型ポータルサイト（https://www.kigyounaihoiku.jp/）にアクセスします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

 

電子申請システム 

「ログインはこちら」をクリック 

登録済みのアドレス・パスワードを入力 
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２．電子申請メニュー 

※以下手順は令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成決定状況により異なります。 

【令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）の助成決定を受けている事業者（以下、「令和４年度運営

費等助成決定事業者」という。）】 

 

（１）新規加算追加申請（運営費）選択 

「年度選択」にて「２０２２年度（令和４年度）」を選択後、「新規加算追加申請」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（運営費）新規加算追加申請一覧 

初回は「申込書」欄の「新規作成」をクリックし、申請手続画面に進みます。 

申請画面作成後、一時保存等により画面作成を再開する場合は「申込書」欄の「作成再開」をクリックし、

申請手続画面に進みます。 

 

 

 

 

 

 

「２０２２年度（令和４年）」を

選択してください 

「新規加算追加申請（運営費）」

をクリックしてください 

申請画面作成のため、初回は「新

規作成」をクリックしてください 

２回目以降は「作成再開」をク

リックしてください 
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【令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）の助成決定を受けていない事業者（以下「令和４年度開

所予定事業者」という。）】 

 

（１）助成申込（運営費）選択 

「年度選択」にて「２０２２年度（令和４年度）」を選択後、「助成申込（運営費）」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（運営費）助成申込一覧 

初回は対象保育施設名を選択し、「申込作成（整備費助成決定有り）」をクリックし、申請手続画面に進み

ます。 

申請画面作成後、一時保存等により画面作成を再開する場合は「申込書」欄の「作成再開」をクリックし、

申請手続画面に進みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育士等処遇改善臨時加算及び障害児保育加算以外の申請方法については、令和４年５月１１日付け

通知「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください。 

「２０２２年度（令和４年）」を

選択してください 

「助成申込（運営費）」をクリッ

クしてください 

申請画面作成のため、初回は「申込

作成（整備費助成決定有り）」をク

リックしてください 

２回目以降は対象施設の「作成再

開」をクリックしてください 
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３．申請画面 

以下、全事業者共通です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 
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【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 
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【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 
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【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 
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【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 
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【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 
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【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 
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【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 
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【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 

賃金改善に伴い増加する

法定福利費等の事業主負

担分を入力してください 

【令和４年度運営費等助

成決定事業者】 

令和４年４月から９月を

入力してください 

 

【令和４年度開所予定事

業者】 

開所月から令和４年９月

を入力してください 

職員への周知状況につい

て選択してください 

自動計算のため

入力不可 
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対象職員の職種を入力し

てください 

対象職員に対する賃金改

善見込み額（令和４年度合

計額）を入力してください 

※賃金改善に伴い増加す

る法定福利費等の事業

主負担分を除く 

行追加をクリックすると

入力欄が追加されます 

適宜追加いただき全対象

職員について入力してく

ださい 

【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 

職種でまとめず、対象職員

毎に入力してください 
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【グレーの部分について】 

■令和４年度運営費等助成決定事業者 

「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）事業計画申請」

または「令和４年度企業主導型保育事業（運営費等）助成申

込」のデータを引用しているため入力は不要です 

 

■令和４年度開所予定事業者 

入力が必要です 

詳しくは令和４年５月１１日付け通知「令和４年度企業主導

型保育事業（運営費等）助成申請について」を御確認ください 

障害児の保育を行う保育

従事者について選択して

ください 

加算算定対象とする障害

児（受け入れ予定含む）の

年齢区分を選択してくだ

さい 

なお、障害児を３人以上受

け入れている場合は、加算

算定対象とする障害児２

人を任意で選定してくだ

さい 

 

障害児保育加算を申請す

る場合は、職員が「障害児

保育」の研修を修了したも

のであることが確認でき

る資料を添付してくださ

い 

申請に際して補足が必要

な場合や、審査担当職員へ

の回答を行う場合などに

御活用ください 

「次へ」をクリックすると、入力内容の確認画面に移行します 

確認後、最下段の「申請を行う」をクリックすることで申請作業は

終了となります 

「申込完了画面」が表示されたことを御確認ください 

画面にアラートが表示される場合は、必須事項入力の不備等が 

考えられます。再入力後、改めて「次へ」をクリックしてください 

 


